
【４】社会福祉充実計画の必要性 

78 

１．社会福祉充実計画の必要性 

説明責任を果たすため、社会福祉充実計画の作成が必要 

○ 社会福祉充実計画については、社会福祉法人が保有する財産のうち、事業継続に必要な 
  「控除対象財産」を控除してもなお残額が生じる場合に、「社会福祉充実残額」を明らか 
  にした上で、社会福祉事業等に計画的な再投資を促すとともに、公益性の高い法人として 
  の説明責任の強化を図るために策定するもの。 
 
○ 社会福祉充実計画は、社会福祉法人が自主的に判断し、作成することとなるが、所轄庁は 
  法人の経営の自主性を十分に尊重するとともに、関係者への意見聴取を経て申請がなされ 
  ているものであることを踏まえ、次の内容について確認を行う。（一部抜粋） 
 
  ① 計画案に必要事項が記載されているか。 
  ② 計画案の策定に当たって法において必須とされている手続が行われているか。 
  ③ 計画案の内容に著しく合理性を欠く内容が含まれていないか。 
  ④ 計画案の内容が、申請時点における介護保険事業計画や障害福祉計画、子ども子育て 
    支援事業計画等の行政計画との関係において、施設整備等の観点から実現不可能な内 
    容となっていないか。  
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２．社会福祉充実計画で検討する事業 

法人の外部環境・内部資源の分析を行い、事業計画に落とし込む 
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３．社会福祉充実計画作成プロセス 

地域における福祉ニーズも把握し、理事会・評議員会で承認 
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４．社会福祉充実計画の記載内容 

事業実施における裏付けとなる資金計画が重要 
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５．社会福祉充実計画の期間 

合理的理由がある場合、中期（5年間）又は長期（10年間） 
の経営計画が認められる 
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６．社会福祉充実計画の例（基本的事項） 
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６．社会福祉充実計画の例（事業計画） 
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６．社会福祉充実計画の例（検討結果と資金計画） 
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６．社会福祉充実計画の例（社会福祉事業） 
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６．社会福祉充実計画の例（地域公益事業） 
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  ご清聴ありがとうございました。 




